
受給者証の確認方法

※就学児の助成（みつばち園・にじの
子）は、

特記事項に①の記載をしません。

墨田区独自助成対象

⑤「東京都児童発達支援事業所等利用支援事業対象者」と記
載のある児童は、区⇔都で調整するため、事業所・保護者の
対応は不要です。

請求方法２へ

（六）



変更後の一覧（R6.4～）

サービス種類 0～2歳児 就学児

支給決定 独自助成 支給決定 独自助成

児童発達支援 ○ ○ △ ×

居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ×

保育所等訪問支援 みつ・にじ ○ ○ ○ ○

民間 ○ ○ ○ ×

放課後等デイサービス みつ・にじ × - ○ ○

民間 × - ○ ×

※3～5歳児は国無償化対象のため、本表から省略。

助成対象
サービス

助成対象者（受給者証に記載）

受給者証に記載せず、
これまで通り支払



請求方法の変更

助成範囲の拡大に伴い、令和6年4月提供分以降、区の利用者負担額助成の請求方法が変
わります。

※令和6年3月提供分以前の請求は、これまでどおり、区に紙の請求書を提出してくだ
さい。

※みつばち園・にじの子の放課後等デイサービス・保育所等訪問支援（就学児）につい
ては、これまでどおり、区に紙の請求書を提出してください。

これまで：区に紙の請求書を提出 → 令和6年4月以降：国保連請求に含める


